
 菊池市宅地開発事業補助金制度のご案内  
 

菊池市民間宅地開発補助金 
（次に掲げる要件を全て満たす必要があります） 

（１）市が定める対象区域※1 内で実施される建築基準法、都市計画法等の関係法令等の

基準を満たす宅地開発事業であること 

（２）予定建築物の用途が一戸建て専用住宅であること 

（３）新たに４区画以上かつ 1区画 180㎡以上の分譲を目的としたもの 

（４）宅地開発事業で次のいずれかに該当する道路及び側溝を設置するもの 

・開発許可による道路（建築基準法第 42条第 1項第 2号） 

・熊本県が位置の指定を行った道路（建築基準法第 42条第 1項第 5号）又は 

熊本県道路位置指定取扱要綱に準ずる道路 

（注） 補助事業は、交付決定の日からその日の属する年度の 2 月末日までに完了する事業が対象となりま

す。 

 

新設する道路の総延長（メートル単位とし少数第2位以下切り捨て）に１ｍ当たり45,000

円を乗じて得た額。（上限 5,000,000円）ただし、申請額の総額が当該年度の予算額を超え

る場合は、予算の範囲内までとします。 

※１  

 

 

 

 

対象

区域 

(1) 旭志小学校を中心とするおおむね半径2キロメートル円の範囲内の区域（小学校区外

は除く。） 

(2) 菊池北小学校及び七城小学校を中心とするおおむね半径1.5キロメートル円の範囲内

の区域（小学校区外は除く。） 

(3) 戸崎小学校、花房小学校、泗水西小学校及び泗水東小学校の小学校区全域 

(4) 居住誘導区域内（本市都市計画上の居住誘導区域内） 

(5) 宅地開発事業を行う土地が(1)から(4)までの対象区域の内外にわたる場合であって、

その土地の一部が(1)から(4)までの対象区域内に属するときは、当該土地の全部を対

象区域とする 

 

【問合せ先】 

菊池市役所建設部地域開発推進室  T E L ：0968-41-8171 

               

菊池市では、居住誘導区域や低未利用地の宅地化を推進することで、定住人口の増

加を図るため、一定の要件を満たす宅地開発事業を実施する方を対象に、当該事業

に要する道路及び側溝の工事費用の一部を補助します。 


